
 議案第３７号 

   教育財産の用途廃止について  

 上記の議案を提出する。 

  令和７年９月２５日 

            提出者 板橋区教育委員会教育長 長 沼  豊   

 

   教育財産の用途廃止について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第２項により、教育財産の 

用途を廃止する。 

 

１ 対象となる教育財産の名称及び所在地 

  （１）名 称 榛名林間学園 渡廊下 

     所在地 群馬県高崎市榛名湖町８４５ 

  （２）名 称 榛名林間学園 校舎 

所在地 群馬県高崎市榛名湖町８４５ 

 

（提案理由） 

当該教育財産を、令和 7年１０月１日付けで群馬県高崎市に譲渡するため。 



 
 

旧榛名林間学園の無償譲渡について（概要） 
 

１ 経緯 

旧榛名林間学園について、群馬県高崎市から活用に向けた協議の申入れがあ

ったことを受け、建物等を無償譲渡する協議に至った。 

２ 譲渡財産（建物）の概要 

ア 所 在 地 群馬県高崎市榛名湖町 845 番地 

イ 建物面積 4,279.95 ㎡ 

ウ 建築年月 昭和 59 年９月 

エ 構  造 鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

※１ 上記建物のほか、備品並びに本件建物の敷地（地中を含む）にある 

全ての工作物（外柵・擁壁を含む）及び立ち木を譲渡する。 

※２ 建物の存する敷地については、群馬県の所有地であり、群馬県知事

から群馬県立公園条例に基づく占用許可を受け、占用しているもの

である。 

 

３ 譲渡の相手方 

群馬県高崎市高松町 35 番地１ 

  群馬県高崎市 

 

４ 譲渡予定時期  

令和７年１０月１日 
 

５ 検討経過 

⑴ 令和４年２月  

「板橋区榛名林間学園のあり方検討報告書」を区議会報告 

（令和７年４月１日で廃止することを決定） 

⑵ 令和６年 12月 

「東京都板橋区立榛名林間学園条例を廃止する条例」を区議会で可決 

⑶ 令和７年２月 

高崎市から譲渡に向けた協議の申し入れを書面で受領 

⑷ 令和７年４月 

高崎市と「板橋区立榛名林間学園の譲渡に向けた協議に関する覚書」を締結 

 令和７年８月 

高崎市から「板橋区立榛名林間学園の譲渡に係る譲渡日について」を受領。

建物譲渡日に関する前倒しの協議に了承し、譲渡日を令和７年１０月１日と

した。 


